
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪後 援≫ 亀 山 青 色 申 告 会  

＜問い合わせ先＞ 亀山商工会議所 消費税転嫁対策事業 担当 金谷（℡ 82-1331） 

＜申し込み方法＞ 下記申込書を FAX して頂くか、商工会議所までお持ち下さい。 

亀山商工会議所 行（FAX 0595-82-8987） 

「10 月 18 日(金) 売上拡大セミナー」申込書 

事業所名 

 

受講者 

 

 

TEL  FAX  

※ご記入いただきました個人情報につきましては、当講座の開催目的以外には一切使用いたしません。 

売上拡大セミナー 

 

 

 

 

 

 

販売促進コンサルタント。 

日本販促実務指導家協会代表幹事。 

1946年、石川県金沢市生まれ．コピー

ライター養成所をへて、大手量販店の販

売促進部等に勤務。石川県中小企業診断

指導業務コンサルタントをはじめ、石川

県産業創出支援機構、(社)商連かなが

わ、商工会議所、商工会連合会等のアド

バイザーの委嘱を受ける。 

平成 25 年 10 月 18 日(金)  

      1４時 00 分～1６時 00 分  

亀山商工会館 2 階ホール 

無 料 

３０名（ 先着順 ） 

 

日  時 

場  所 

参 加 費 

定  員 

ジャイロ総合 

コンサルティング㈱ 

金田 晃 氏 

講  師  

≪講演の概要≫ 

①「消費税法改正法」を理解する 

②商品構成と顧客ターゲットを見直す 

③価格設定(価格転嫁判断と売上減対策) 

④価格転嫁の是非と具体策 

⑤レジ・販売・仕入システムの対応 

消費税の増税の最終判断が決定し、2014 年 4 月 1 日より消費税が現行の５％から

８％になることが決まりました。さらには 2015 年 10 月には 10％となることが予定

されております。消費税の増税は、中小企業にとっては死活問題になりかねない問題で

あるにも関わらず、まだまだ対策を打てていない企業が多いのが現実です。 

消費税を適正に価格転嫁できるか否かは、今後の事業に大きな影響を与えることは間

違いありません。そこで、今回は商売において核となる商品に焦点をあて、どのように

売上を維持・拡大をしていくかについて講演していただきます。 

 

 

消費税転嫁対策事業 

消費税増税に負けない ! !   小売業・サービス業 必聴 

 


